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1 位置・地勢  

 

 

 

 

 

 

 

  

【水俣市全図】 

【水俣市の位置】 

水俣市は、熊本県の南端、鹿児島県の県

境に位置し、北から北東にかけて葦北郡津

奈木町、芦北町、球磨郡球磨村、南から南

東にかけては鹿児島県出水市、伊佐市に接

しており、西は八代海（不知火海）に面し

ています。 

面積は 163.29 平方キロメートルで、東

西に約 22 キロメートル、南北に約 14 キ

ロメートルとなっています。 

近傍都市への距離は、熊本市へ９０キロ

メートル、鹿児島市へ 100 キロメートル、

宮崎市へ 150 キロメートルですが、九州新

幹線が開通し、南九州西回り自動車道水俣

インターチェンジが開設され、今後、産業

や交流等の活性化に期待がもたれます。 
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（※平成３１年以降は、令和元年、令和２年・・・に読み替える。） 

２  人口動向  

 

■ 本市の人口は、減少傾向にあり、令和２2 年（20４0 年）までの推計においても減

少し続けることが予測されています。年齢区分ごとにみると、年少人口と生産年齢

人口は、減少しています。老年人口は、しばらく増加傾向が続きますが、令和２年

（2020 年）をピークに、以降は減少に転じています。 
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推計人口国勢調査人口

22% 13%
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9% 43%

9% 44%

10% 45%

（資料：国立社会保障・人口問題研究所）

平成47年 2035年 1,663 8,314 7,820 17,797

平成52年 2040年 1,538 7,375 7,244 16,157

平成42年 2030年 1,832 9,239 8,447 19,518

2015年 2,797 12,995 9,187 24,979平成27年

2010年 3,272 14,834 8,872 26,978平成22年

2005年 3,904 16,513 8,694 29,120平成17年

2000年 4,704 18,283 8,146 31,147平成12年

1995年 5,617 19,720 7,505 32,842平成7年

1990年 6,592 21,470 6,528 34,594平成2年

1985年 7,595 23,196 5,729 36,520昭和60年

（老年人口）

1980年 8,235 24,025 4,890

０～１４歳 １５～６４歳 ６５歳以上
総人口

（年少人口） （生産年齢人口）

昭和55年

年少人口率 老年人口率年

37,150

(単位：人)

2020年 2,439 11,344 9,368 23,151平成32年

2025年 2,094 10,116 9,102 21,312平成37年



公共施設等総合管理計画 第１章 市の概要 

 

3 

３  財政状況  

 

【歳入の推移】 

■ 過去 5 年における歳入の推移をみると、147 億～160 億円の間で推移していま

す。自主財源比率1は、平成 26 年度で、27.0％となっています。 

 

歳入額の推移 

 
 

  

                                      

1 歳入に占める自主財源の割合。自主財源は、地方公共団体が自主的に調達できる財源で、地方

税・手数料・使用料・財産収入・寄付金など。 

3,114 2,732 2,724 2,764 2,806

1,393 1,660 1,299 1,617 1,530

5,576
5,122

5,326
5,334 5,354

3,845
3,711

3,378
3,592

4,749

1,164
1,835

1,586

1,755

1,129
505 477

432

421
476

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

（百万円）

その他依存財源 地方債 国県支出金 地方交付税 その他自主財源 地方税

15,597 15,537 

14,745 

15,483 16,044 

自主財源
（27.0％）
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【歳出の推移】 

■ 過去 5 年における歳出の推移をみると、140 億～153 億円の間で推移していま

す。義務的経費2は、平成 26 年度で、歳出額の 45.3％を占めています。また、義

務的経費のうち、扶助費が増加を続けています。 

 

歳出額の推移 

 

 

 

 

  

                                      

2 歳出のうち、支出が法令などで義務付けられ、任意に削減できない経費。人件費・公債費・扶助

費など。 

1,340 1,317 1,351 1,434 1,380

2,928 3,049 3,231 3,297 3,415

2,155 2,377 2,338 2,261 2,140

1,451
1,431 1,372 1,375 1,311

1,843
2,051 1,878

2,364 2,206

1,120 78 6

214
31

1,870
1,888 1,912

1,916
1,947

1,934
2,182

1,560

1,494 2,683

214 699

406

404

190

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

（百万円）

その他経費 普通建設事業費 繰出金 積立金 補助費等 物件費 人件費 扶助費 公債費

義務的経費
（45.3％）

14,855 15,072

14,054
14,759

15,303
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【投資的経費の推移】 

■ 過去 5 年における普通建設事業費の推移をみると、普通建設事業費は、平成 23 年

度から平成 25 年度までは減少し、平成 26 年度は増加しています。過去 5 カ年の

平均は 19.7 億円となっています。 

 

 

普通建設事業費の推移 
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１  公共施設等総合管理計画の目的  

 

■ 「公共施設等総合管理計画」は、総務省の「公共施設等の総合的な管理を推進する

ための計画（公共施設等総合管理計画）」の策定要請（平成 26 年 4 月）に基づき

作成するものであり、公共施設を取り巻く現状や将来にわたる見通し・課題を客観

的に把握・分析を行うとともに、公共施設等の現状・将来にわたる見通しを踏ま

え、公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針を定めることを目

的としています。 

■ 公共施設等総合管理計画の策定にあたってのポイントとして、以下の 3 点が示され

ています。 

①10 年以上の長期にわたる計画とする 

②ハコモノに限らず、市が保有するすべての公共施設を対象とする  

③更新・統廃合・長寿命化など、公共施設の管理に関する基本的な考え方を記載す

る 

 

  
【公共施設等総合管理計画の策定要請】（平成２６年４月２２日総務大臣通知） 

地方公共団体が所有する公共施設等の全体の状況を把握し、当該地方公共団体を取り巻く現況及び将来

の見通しを分析するとともに、これを踏まえた公共施設等の管理の基本的な方針を定めることを内容と

する計画を定めるよう国から要請されています。 

計画のポイント            計画の位置づけ 

１．１０年以上の長期にわたる計画とする。 

 

２．ハコモノに限らず、所有するすべての

公共施設等を対象とする。 

 

３．更新・統廃合・長寿命化など、公共施

設等の管理に関する基本的な考え方を

記載する。 
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２  公共施設等総合管理計画の位置付け  

 

■ 本計画は、本市の最上位計画である「水俣市総合計画」を下支えする計画であり、

「水俣市まち・ひと・しごと創生総合戦略」、「水俣市行財政改革大綱」とも連携

し、各政策分野の中で公共施設面の取組みに対して横断的な指針を提示するもので

す。 

■ 公共建築物やインフラの個別施設計画については、本計画を上位計画と位置づけ、

本計画の方針との整合性や計画自体の実現可能性を検証することとします。 

 

 

 

  

 
公共建築物 インフラ 

 
学校 道路 橋りょう 公営住宅 ・・・ ・・・ 

水俣市総合計画 

水俣市まち・ひと・

しごと創生総合戦略 

水俣市 

行財政改革大綱 

公共施設等総合管理計画 

（本計画） 

各所管課にて作成 
個別施設計画 
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３  計画期間  

 

■ 本計画は、公共施設の寿命が数十年に及び、中長期的な視点が不可欠であることか

ら、平成２８年度（２０１６年度）から令和３７年度（２０５５年度）までの４０

年間の将来推計に基づき策定しました。策定作業に充てた平成２８年度を除いた、

平成２９年度から令和３７年度までの３９年間を計画期間とします。また、当初の

平成２9 年度から令和８年度までの１０年間を第１期3、令和９年度から令和１７年

度までの９年間を第２期として、以後１０年ごとに第３期～第４期に分け、具体的

な個別計画を策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                      

3 当初、平成 29年度から令和７年度までの 9年間を第１期の計画期間としていましたが、上位計

画である「水俣市総合計画」と改定時期を合わせるため、第１期の計画期間を１年延長し令和８

年度までとします。 

上下水道 

橋りょう 

道路 

公共建築物 

第４次 

個別計画 

第２次 

個別計画 

第３次 

個別計画  全体目標 

基本方針 

分類ごとの 

個別方針 

第１次 

個別計画 

分類ごとの 

個別計画 

施設分類を横断した調整 

第２期 
（R9～ 

R17） 

第３期 
（R18～

R27） 

第４期 
（R28～

R37） 

第１期 

（H2９～R8） 

 

 

 

本計画策定 
（H28） 

個別計画策定 

（～R2） 

個別計画実施 



公共施設等総合管理計画 第２章 公共施設等総合管理計画の目的等 

 

9 

４  計画の進行管理、マネジメント  

 

■ 公共施設等総合管理計画及び個別計画のマネジメント担当部局を定め、担当部局に

おいて、計画の進行管理・マネジメントを行います。 

■ 計画については、５年後にローリング4するとともに、更新費用試算条件の変更とな

った場合に、適宜見直しを行います。また、公共施設等の状況を把握し、施設の数

量、品質、コストの観点から計画の実施状況を検証します。検証の結果、必要と認

められた場合には計画の見直しを行います。 

 

 

５  推進体制  

 

■ 施設の各部門を横断的に管理し、施設を効率的に維持管理する目的で、公共施設等

マネジメント統括部局を設置し、全庁的な取組体制を構築します。 

■ 施設情報の一元管理においては、固定資産台帳管理システムを活用し、関係課等と

の共有化を図ります。 

■ 市民と行政の相互理解や共通認識の形成など、協働の推進に向けた環境整備を行い

ます。作成した計画については、市民に公表し、意見を反映します。 

                                      

4 長期計画と現実とのズレを埋めるために、施策・事業の見直しや部分的な修正を、定期的に行っ

ていくこと。 



  

 

 

 

 

 

第３章 

公共施設等の現状と将来見通し 
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1 対象施設  

■ 本計画では市が所有するすべての施設を対象とし、建築系公共施設、土木系公共施

設、企業会計施設の３つに分類し整理します。さらに建築系公共施設は機能別に１

２に分類し、土木系公共施設は、道路（橋りょう含む）、企業会計施設は、上水

道、下水道、医療施設に分類し整理します。 

対象とする施設分類（機能別分類） 

類型区分 大分類 中分類 主な施設 

建築系 

公共施設※ 

学校教育系施設 
学校施設 小学校・中学校 

その他教育施設 学校給食センター 

市民文化系施設 
集会施設 

公民館、東部センター、 

久木野ふるさとセンター等 

文化施設 文化会館 

社会教育系施設 

図書館 市立図書館 

博物館等 
水俣病資料館、 

蘇峰記念館 

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 

ｽﾎﾟｰﾂ施設 体育館、グラウンド等 

レクリエーション施設 

・観光施設 

Ｓｈｏｐ＆Ｃａｆｅミナマータ、みなま

た木のおもちゃ館きらら、湯の鶴

温泉保健センター、観光物産館

鶴の屋等 

産業系施設 産業系施設 水俣市企業支援センター 

子育て支援施設 幼児・児童施設 こどもセンター、学童クラブ等 

保健・福祉施設 

障害福祉施設 明水園 

保健施設 保健センター 

その他社会福祉施設 厚生会館 

行政系施設 

庁舎等 市役所庁舎 

その他行政系施設 
シルバー人材センター、ワークプ

ラザ 

公営住宅 公営住宅 市営住宅 

公園 公園 都市公園、一般公園等 

供給処理施設 供給処理施設 環境クリーンセンター 

その他 その他 普通財産、駐車場、駐輪場等 

土木系 

公共施設 
道路 

道路 一級、二級、その他市道 

橋りょう PC橋・RC橋・鋼橋等 

企業会計施設 

上水道施設 上水道施設 管路、配水場、浄水場等 

下水道施設 下水道施設 管路、ポンプ場、処理場等 

医療施設 医療施設 総合医療センター、診療所 

※建築系公共施設の分類は、一般財団法人地域総合整備財団の公共施設等更新費用試算ソフトにおける分類 
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2 施設の現状  

（１）建築系公共施設  

■ 建物系公共施設の建築年別の面積をみると、昭和３４年度から整備面積が増え、平

成２７年度まで整備が続いていますが、特に、学校教育系施設と公営住宅の建設に

合わせて整備面積が大きくなっていることが分かります。 

■ また、昭和５６年（１９８１年）以前の旧耐震基準で建築された施設は、全体の４

４.８％を占めています。 

 

建物系公共施設 築年別整備状況 

 
（一般財団法人地域総合整備財団 公共施設等更新費用試算ソフトより算定） 

 

主要施設（学校、公営住宅以外）の建築年度 

昭和３４年度（１９５９年）：水俣市役所（行政系施設：旧庁舎） 

昭和４０年度（１９６５年）：水天荘（ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設） 

昭和５０年度（１９７５年）：文化会館（市民文化系施設） 

昭和５６年度（１９８１年）：市立図書館・公民館（社会教育系施設） 

昭和５８年度（１９８３年）：公民館 分館（市民文化系施設） 

昭和６０年度（１９８５年）：武道館（ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設） 

平成 ２年度（１９９０年）：清掃センター（供給処理施設） 

平成 ４年度（１９９２年）：水俣病資料館（社会教育系施設） 

平成 ５年度（１９９３年）：明水園（保健・福祉施設） 

平成 ７年度（１９９５年）：総合体育館（ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設） 

令和 ３年度（２０２１年）：水俣市役所（行政系施設：新庁舎） 
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■ 建物系公共施設の施設分類ごとの床面積をみると、公営住宅が最も多く、全体の３

１.１％を占め、次いで学校施設、スポーツ施設の順に多くなっています。 

 

建物系公共施設 建物面積の内訳 

 
（一般財団法人地域総合整備財団 公共施設等更新費用試算ソフトより算定） 
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（２）土木系公共施設  

①道路 

施設の数量 

■ 水俣市が管理する道路は、平成２8 年３月現在で約 330ｋｍ、約 167 万㎡となっ

ています。 

区分 実延長（ｍ） 道路部面積（㎡） 

道路 320,657 1,624,022 

自転車歩行者道 9,257 43,949 

合計 329,914 1,667,971 

（市土木課） 

②橋りょう 

施設の数量 

■ 水俣市が管理する橋りょうは、平成２8 年３月現在で 208 本、約１．３万㎡とな

っています。 

区分 橋りょう数（本） 道路部面積（㎡） 

橋りょう 208 13,496 

（市土木課） 

年度別整備数 
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（３）企業会計施設  

①上水道 

施設の数量 

■ 水俣市が管理する上水道管は、平成２8 年３月現在で 159,709ｍあります。 

管種別 延長 

区分 種別 総延長（ｍ） 

上
水
道 

導水管 1,273 

送水管 3,759 

配水管 154,677 

合計 159,709 

（水道局） 
 

 

年度別整備数延長 
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②下水道 

施設の数量 

■ 下水道施設には、浄化センター、雨水ポンプ場、汚水中継ポンプ場と下水道管があ

ります。下表は、下水道施設の施設名、施設床面積、建築年度などの施設概要をま

とめたものです。 

施設名 施設床面積（㎡） 建築年度（年度） 

水俣市浄化センター 3,951.17 1991 

牧ノ内雨水ポンプ場 884.17 1982 

浜雨水ポンプ場 398.15 1979 

丸島雨水ポンプ場 693.76 1996 

百間雨水ポンプ場 1,578.23 2003 

白浜雨水ポンプ場 453.29 1980 

百間汚水中継ポンプ場 239.38 1992 

白浜汚水中継ポンプ場 336.00 1999 

（市下水道課） 

■ 水俣市が管理する下水道汚水管は、平成２8 年３月現在で 85,887ｍあります。 

管種別 延長 

区分 種別 総延長（ｍ） 

下
水
道 

コンクリート管 12,219 

陶管 258 

塩ビ管 72,169 

その他 1,241 

合計 85,887 

（市下水道課） 

年度別整備数延長 
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③医療 

施設の数量 

■ 医療施設には、総合病院である国保水俣市立総合医療センター（以下「総合医療セ

ンター」と略す。）、同センター付属久木野診療所（以下「久木野診療所」と略す。）

の医療機関及びこれに付属する保育所、立体駐車場、医師住宅等があります。下表

は、主な施設名称、施設床面積、建築年度などの概要をまとめたものです。 

施 設 名 施設床面積 建築年度 

国保水俣市立総合医療センター 本館東館 14,613 ㎡ 1988 年度 

国保水俣市立総合医療センター リハビリ館 4,537 ㎡ 2005 年度 

国保水俣市立総合医療センター 西館 9,086 ㎡ 2013 年度 

国保水俣市立総合医療センター 発電気棟 143 ㎡ 2013 年度 

国保水俣市立総合医療センター 立体駐車場 1,763 ㎡ 2014 年度 

汐見町医師住宅 1,076 ㎡ 1994 年度 

幸町医師住宅 646 ㎡ 2009 年度 

古賀町医師住宅 418 ㎡ 2013 年度 

洗切町医師住宅 1,355 ㎡ 2008 年度 

久木野診療所 215 ㎡ 1974 年度 

 

■ 病院事業で運営する病床数は、平成３１年３月現在で 361 床（一般 357 床、感染

４床）あり、取り扱う診療科目（久木野診療所は診療内容）は、次のとおりです。 

・（総合医療センター） 

呼吸器内科、循環器内科、小児科、外科、整形外科、産婦人科、皮膚科、泌尿器

科、眼科、耳鼻咽喉科、消化器内科、放射線科、脳神経外科、神経内科、リハビ

リテーション科、麻酔科、代謝内科、歯科口腔外科 

・（久木野診療所） 

外科、内科、訪問看護 
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（※H31 以降は、R1、R２・・・に読み替える。） 

3 将来の更新費用の見通し  

（１）建築系公共施設の更新費用の試算結果  

■ 本市が所有する建築系公共施設を、すべて大規模改修を実施し、現状規模のまま建

て替えた場合、今後４０年間で７８５.０億円（年平均１９.６億円）の更新費用がか

かることが分かりました。また、直近５カ年の公共施設への投資的経費の年平均は

約１５.２億円になるため、今後、約１.３倍の費用がかかることになります。 

建築系公共施設の更新費用 

 
（一般財団法人地域総合整備財団 公共施設等更新費用試算ソフトにて算定） 

 

建築系公共施設の直近５カ年の投資的経費             （単位：千円） 

年度 既存更新分 新規整備分 用地取得分 合計 

平成 23年度(2011年) - - - - 

平成 24年度(2012年) - - - - 

平成 25年度(2013年) - - - - 

平成 26年度(2014年) - - - - 

平成 27年度(2015年) - - - - 

合計 - - - - 

平均 639,504 846,242 30,727 1,516,473 
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公共施設等更新費用試算ソフトの更新費用シミュレーション条件（建築系公共施設） 

⚫ 更新費用の推計額 

一般財源負担見込み額を把握することが困難であるため、事業費ベースでの計算とする。 

⚫ 計算方法 

耐用年数経過後に現在と同じ延べ床面積等で更新すると仮定して計算する。 

延べ床面積×更新単価 

⚫ 更新単価 

すでに更新費用の試算に取り組んでいる地方公共団体の調査実績、設定単価を基に用途別に設

定された単価を使用する。また、建替えに伴う解体、仮移転費用、設計料等については含むも

のとして想定している。 

⚫ 大規模改修単価 

建替えの６割と想定し、この想定の単価を設定する。 

⚫ 耐用年数 

標準的な耐用年数とされる 60 年を採用することとする。 

日本建築学会「建物の耐久計画に関する考え方」より 

⚫ 大規模改修 

建設後 30 年で行うものとする。 

⚫ 地域格差 

地域差は考慮しないものとする。 

⚫ 経過年数が 31 年以上 50 年までのもの 

今後 10 年間で均等に大規模改修を行うものとして計算する。 

⚫ 経過年数が 51 年以上のもの 

建替え時期が近いので、大規模改修は行わずに 60 年を経た年度に建替えるものとして計算す

る。 

⚫ 耐用年数が超過しているもの 

今後 10 年間で均等に更新するものとして計算する。 

⚫ 建替え期間 

設計、施工と複数年度にわたり費用が掛かることを考慮し、建替え期間を３年間として計算す

る。 

⚫ 修繕期間 

設計、施工と複数年度にわたり費用が掛かることを考慮し、修繕期間を２年間として計算す

る。  
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公共施設等更新費用試算ソフト  更新単価（建築系公共施設） 

施設用途 大規模改修 建替え 

市民文化系施設 25 万円/㎡ 40 万円/㎡ 

社会教育系施設 25 万円/㎡ 40 万円/㎡ 

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 20 万円/㎡ 36 万円/㎡ 

産業系施設 25 万円/㎡ 40 万円/㎡ 

学校教育系施設 17 万円/㎡ 33 万円/㎡ 

子育て支援施設 17 万円/㎡ 33 万円/㎡ 

保健・福祉施設 20 万円/㎡ 36 万円/㎡ 

医療施設 25 万円/㎡ 40 万円/㎡ 

行政系施設 25 万円/㎡ 40 万円/㎡ 

公営住宅 17 万円/㎡ 28 万円/㎡ 

公園 17 万円/㎡ 33 万円/㎡ 

供給処理施設 20 万円/㎡ 36 万円/㎡ 

その他 20 万円/㎡ 36 万円/㎡ 
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（※H31 以降は、R1、R２・・・に読み替える。） 

（２）土木系公共施設の更新費用の試算結果  

１．道路 

■ 道路の将来の更新費用を試算した結果、現状規模のまま更新を行った場合、今後４

０年間で２０６．７億円（年平均５．２億円）かかることが分かりました。直近５

カ年の道路にかかる投資的経費をみると、年平均で約２．２億円であるため、今

後、約２．４倍の費用がかかることになります。 

 

道路の更新費用 

 
（一般財団法人地域総合整備財団 公共施設等更新費用試算ソフトにて算定） 

 

道路の直近５カ年の投資的経費                   （単位：千

円） 

年度 既存更新分 新規整備分 用地取得分 合計 

平成 23年度(2011年) 66,457 71,005 116 137,578 

平成 24年度(2012年) 69,733 84,883 183 154,799 

平成 25年度(2013年) 126,820 97,835 1,114 225,769 

平成 26年度(2014年) 139,191 85,099 57,473 281,763 

平成 27年度(2015年) 218,528 98,148 0 316,676 

合計 620,729 436,970 58,886 1,116,585 

平均 124,145.8 87,394.0 11,777.2 223,317.0 
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（※H31 以降は、R1、R２・・・に読み替える。） 

 

２．橋りょう 

■ 橋りょうの将来の更新費用を試算した結果、現状規模のまま更新を行った場合、今

後４０年間で５０．８億円（年平均１．３億円）かかることが分かりました。直近

５カ年の橋りょうにかかる投資的経費をみると年平均で約０．１億円であるため、

今後、約１３倍の費用がかかることになります。 

 

橋りょうの更新費用 

 
（一般財団法人地域総合整備財団 公共施設等更新費用試算ソフトにて算定） 

 

橋りょうの直近５カ年の投資的経費                （単位：千円） 

年度 既存更新分 新規整備分 用地取得分 合計 

平成 23年度(2011年) 202 0 0 202 

平成 24年度(2012年) 4,520 0 0 4,520 

平成 25年度(2013年) 14,990 0 0 14,990 

平成 26年度(2014年) 22,520 0 0 22,520 

平成 27年度(2015年) 9,695 0 0 9,695 

合計 51,927 0 0 51,927 

平均 10,385.4 0 0 10,385.4 
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公共施設等更新費用試算ソフト  更新単価（道路・橋りょう） 

施設用途 更新年数 更新単価 算定条件 

道路 15 年 4,700 円/㎡ 
15 年に一度、全面的に舗装

の打換を行うものとして算出 

橋りょう 60 年 425～500 千円/㎡ 

法定耐用年数より、構築年度

から 60 年で全面更新するも

のとして算出 
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（※H31 以降は、R1、R２・・・に読み替える。） 

（３）企業会計施設の更新費用の試算結果  

上水道施設 

■ 上水道の将来の更新費用を試算した結果、現状規模のまま更新を行った場合、今後

４０年間で１５４．９億円（年平均３．９億円）かかることが分かりました。直近

５カ年の上水道にかかる投資的経費をみると年平均で約１．８億円であるため、今

後、約２．２倍の費用がかかることになります。 

 

上水道施設の更新費用 

 
 （一般財団法人地域総合整備財団 公共施設等更新費用試算ソフトにて算定） 

 

上水道施設の直近５カ年の投資的経費               （単位：千円） 

年度 既存更新分 新規整備分 用地取得分 合計 

平成 23年度(2011年) 63,052 0 0 63,052 

平成 24年度(2012年) 0 0 0 0 

平成 25年度(2013年) 88,931 0 964 89,895 

平成 26年度(2014年) 311,905 0 829 312,734 

平成 27年度(2015年) 452,730 0 0 452,730 

合計 916,618 0 1,793 918,411 

平均 183,323.6 0 358.6 183,682.2 
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（※H31 以降は、R1、R２・・・に読み替え

る。） 

 

下水道施設 

■ 下水道の将来の更新費用を試算した結果、現状規模のまま更新を行った場合、今後

４０年間で１３１．０億円（年平均３．３億円）かかることが分かりました。直近

５カ年の下水道にかかる投資的経費をみると年平均で約８００万円であるため、今

後、約４１．３倍の費用がかかることになります。 

 

下水道施設の更新費用 

 
 （一般財団法人地域総合整備財団 公共施設等更新費用試算ソフトにて算定） 

 

下水道施設の直近５カ年の投資的経費               （単位：千円） 

年度 既存更新分 新規整備分 用地取得分 合計 

平成 23年度(2011年) 0 32,640 0 32,640 

平成 24年度(2012年) 0 2,131 0 2,131 

平成 25年度(2013年) 0 2,339 0 2,339 

平成 26年度(2014年) 0 3,218 0 3,218 

平成 27年度(2015年) 0 0 0 0 

合計 0 40,328 0 40,328 

平均 0 8,065.6 0 8,065.6 
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公共施設等更新費用試算ソフト  更新単価（上下水道） 

施設用途 更新年数 
更新単価 

管種 管径 単価 

上水道 40 年 

導水管・送水管 

～300mm 100 千円/ｍ 

300～500mm 114 千円/ｍ 

500～1000mm 161 千円/ｍ 

1000～1500mm 345 千円/ｍ 

1500～2000mm 742 千円/ｍ 

2000 mm～ 923 千円/ｍ 

配水管 

～150mm 97 千円/ｍ 

150～200mm 100 千円/ｍ 

200～250mm 103 千円/ｍ 

250～300mm 106 千円/ｍ 

施設用途 更新年数 
更新単価 

管径 単価 

下水道 50 年 

～250mm 61 千円/ｍ 

251～500mm 116 千円/ｍ 

501～1000mm 295 千円/ｍ 

1001～2000mm 749 千円/ｍ 

 

医療施設 

■ 医療施設については付属施設を含め、構造、建築年次も様々で、総合医療センター

西館更新、立体駐車場、医師住宅の更新など、新・増築が近年続いており、平成

30 年度決算の建物、構築物の減価償却費が約 2．２７億円であることから、今

後、毎年これと同額程度の更新費用を積立てる必要があると考えられます。 

■ 公共施設等更新費用試算ソフトの条件である築 30 年後の大規模改修（更新費用の

6 割）、築 60 年後の建替えを、現状維持の状態で行う場合、今後４０年間で 1 回

の大規模改修を含め、概算で１４５．３億円（年平均３．６億円）が必要と推定さ

れます。 
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（※H31 以降は、R1、R２・・・に読み替える。） 

（４）公共施設全体の更新費用  

■ 建築系、土木系、企業会計（医療施設を除く）すべての公共施設の更新費用を試算

した結果、今後４０年間で１,３２８億円（年平均３３億２千万円）かかることが分

かりました。 

■ 過去５ヵ年の投資的経費の平均を確保可能な予算額とし、不足額を求めたところ、

確保可能予算額が約１９億４千万円になるため、年平均で１３億８千万円不足する

ことになります。 

■ このため、確保可能予算額の範囲で維持更新を行っていくためには、約４１．６％

（約 １３．８億円）のコストの抑制が必要となります。 

公共施設全体の更新費用 

 
（一般財団法人地域総合整備財団 公共施設等更新費用試算ソフトにて算定） 

公共施設とインフラ全体の投資的経費 

 建築系 土木系 上下水道 合計 

更新費用（４０年間平均） １９．６億円 ６．５億円 ７．１億円 ３３．２億円 

投資的経費 ５カ年平均 １５．２億円 ２．３億円 １．９億円 １９．４億円 

不足額（年平均） ４．４億円 ４．２億円 ５．２億円 １３．８億円 

更新費用推計額の４１.６％（＝１３．８／３３．２億円）を圧縮し， 

平準化する必要がある 



 

 

 

 

 

第４章 

公共施設等の管理に関する基本方針
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１  公共施設における現状と課題  

（１）施設の老朽化 

■ 建築系公共施設のうち、大規模改修が必要とされる築３０年を経過した建物が６

１．１％を占め、昭和５６年（１９８１年）以前の旧耐震基準で建築された施設

は、全体の４４．８％を占めています。 

■ 今後、老朽化した施設の安全性や品質を保つために大規模な改修や更新が必要とな

りますが、築３０年以上の建物が約６割あるため、大規模改修の費用が集中してか

かることが予想されます。特に、学校施設や公営住宅は数量も多く、古い施設が多

いため、改修や更新の時期が集中することが懸念されます。 

 

（２）財政負担の平準化と更新費用の抑制 

■ 建築系、土木系、企業会計（医療施設を除く）すべての公共施設の更新費用を試算

した結果、今後４０年間で１,３２８億円（年平均３３．２億円）かかることが分か

りました。過去の投資的経費と比較した場合、毎年１３．８億円不足することにな

るため，将来の人口や財政の規模にあった公共施設の適正化（適正量、適正配置）

を行い、維持管理費用や更新費用等の削減を図る必要があります。 

 

（３）市民ニーズの変化 

■ 市の人口は減少傾向にあり、年少人口と生産年齢人口は、減少を続けています。老

年人口も増加していますが、令和２年度以降は減少に転じることが予測されていま

す。人口構成の変化や多様化する市民ニーズに応じた公共施設のあり方を考えてい

く必要があります。 

■ 医療施設、観光施設や保養施設等のように市外からの利用者も多数あるものについ

ては、市内だけでなく周辺市町村を含めた利用圏内の住民ニーズ、関係する他機関

との連携も考慮しながら、施設のあり方を考えていく必要があります。 
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２  公共施設等の管理に関する目標  

全体の目標 

■ 公共施設等の更新費用推計結果により、過去の投資的経費と比較すると年平均１

３．８億円の不足が発生することが予測されています。建築系公共施設、インフラ

系公共施設のそれぞれについて次に掲げる取組みを実施し、更新費用を今後 40 年

間で、４２％圧縮します。 

建築系公共施設の目標 

（１）新規整備は原則として行わない 

■ 中長期的に市民ニーズが見込まれ今後も必要となる施設については、長寿命化・維

持補修などを適正に行うなど、既存施設の有効活用を図り、新規整備は極力控え

る。 

■ 新規整備が必要な場合は、中長期的な総量規制の範囲内で、費用対効果、人口比率

の変化を考慮し施設の規模などを検討する。 

（２）施設を更新（建替え）する場合は複合施設を検討する 

■ 施設の統合・整理や遊休施設の活用、施設の複合化等によって、機能を維持しつ

つ、施設総量を縮減する。 

■ 複合施設においては、管理・運営についても一元化・効率化する。施設の複合化に

より空いた施設や土地は、活用・処分を検討する。 

（３）施設総量（総床面積）を縮減する 

■ 市民ニーズに対して供給過多となっている施設、用途が重複している施設、分野を

超えて重複している機能（会議室等）については、統合・整理を検討する。 

■ 稼働率の低い施設は運営改善を徹底し、なお稼働率が低い場合は、統合・整理を検

討する。 

（４）施設の維持管理コスト、運営コストを縮減する 

■ 施設管理の在り方を見直し、改修・更新コスト及び管理運営コストを縮減する。 

（５）更新費用の縮減と平準化を図る 

■ 予防保全的な対策や長寿命化を図る取り組みを効果的に実施し、更新費用の縮減お

よび平準化に努める。 

インフラ系公共施設の目標 

（１）更新費用の縮減と平準化を図る 

■ 予防保全的な対策や長寿命化を図る取り組みを効果的に実施し、更新費用の縮減お

よび平準化に努める。  
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３  公共施設等の維持管理方針  

（１）点検・診断等の実施方針 

■ 建物を安全で快適な状態で使っていくために総合的な管理運営や定期的な保守・点

検を行います。 

■ 個々の施設の保全計画を作成する中で、建物の劣化診断を実施し、維持管理、修

繕、更新を含む老朽化対策に活用していきます。 

■ 耐震診断、劣化診断など既往の診断があるものはそのデータを利用します。経年的

な施設の状況を把握するため、定期的に診断を行い、その記録を集積・蓄積して計

画的な保全に活用します。 

（２）維持管理・修繕・更新等の実施方針 

■ 維持管理については、故障や不具合が発生してから修繕を行う「事後保全」ではな

く、計画的にメンテナンスを行う「予防保全」の取組みを進めます。これにより、

施設や設備を長期にわたり良好な状態で維持し、改修コストの平準化を図り、トー

タルコストを縮減します。 

■ 市民ニーズに対して供給過多となっている施設、用途や機能が重複している施設に

ついては、統合・廃止を速やかに検討し、方針が決定するまでの間は安全上必要と

なる最低限の維持管理を原則としつつ、現に施設を利用している市民が不利益を被

ることのないよう、維持管理の内容は実態に応じて判断します。 

■ 更新・改修については、（６）統合や廃止の推進方針と整合性を図り実施します。 

（３）安全確保の実施方針 

■ 危険性が認められた施設については、安全確保の改修を実施します。 

■ 点検・診断等により高度の危険性が認められた公共施設等や老朽化等により供用廃

止され、かつ今後も利用見込みのない公共施設等については、順次取壊しを行いま

す。 

（４）耐震化の実施方針 

■ 公共施設は、災害時の活動拠点として有効に機能することが重要であると共に、震

災時にも行政サービスを継続的に提供することが必要です。「水俣市建築物耐震改

修促進計画」に基づき耐震診断、耐震改修を進めます。計画の対象にない、その他

の一定規模以上の公共施設についても耐震診断を実施し、計画的な耐震化に取り組

むこととします。 

（５）長寿命化の実施方針 

■ 建物の劣化状況や今後の維持・修繕コスト等を把握し、計画的な予防保全に努める

とともに、耐用年数を超え、できるだけ長期間、良好な状態で利用できるよう施設

の長寿命化に取り組みます。 
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■ 大規模改修工事を実施した場合、建替え周期を 60 年とし、躯体の健全性の詳細調

査を随時実施して、可能な建物は、80 年までの長期使用を検討します。 

（６）統合や廃止の推進方針 

■ 老朽化した施設や、市民ニーズに対して供給過多となっているなど利用状況等から

必要性が認められない施設については、市民に状況を十分に説明した上で、廃止・

除却を行います。また類似、重複した機能を有する施設を更新する場合には、施設

の集約化や機能統合等を検討します。 

■ 市民ニーズや社会情勢の変化による用途廃止や統廃合、集約化による移転後の空き

施設は、可能な限り用途転用することで、既存施設の更新費の抑制を図ります。 ま

た、有償での売却や貸付けを行うなど、有効に活用します。 

（７）インフラ系公共施設の維持管理方針 

■ 道路、橋りょう、上水道、下水道といった施設種別ごとに、整備状況や老朽化の度

合い等を踏まえ、施設の重要度に応じた個別の維持管理方針を策定し、施設の特性

に合った管理水準を設定します。 

■ 維持管理方針、管理水準については、施設の状況、財政状況等に応じ、適宜見直し

を行います。 

■ 定期的な点検により劣化状況等の把握を行い、点検で収集したデータについては蓄

積し管理します。 

■ 点検結果に基づいた中長期の更新・修繕計画を策定します。 

（８）ユニバーサルデザイン化の推進方針 

■ 年齢、性別、障害の有無等に関係なく、誰もが安全、安心で、快適に利用できる公

共施設等を整備するため、各施設の改修や更新の際、可能な限りユニバーサルデザ

インの取り入れに努めます。 

 

（９）脱炭素化の推進方針 

■ 脱炭素社会実現のため、 水俣市地球温暖化対策推進実行計画に基づき太陽光発電

設備等の設置などによる再生可能エネルギーの導入や、 LED 照明灯等の省エネ性

能に優れた機器導入による消費エネルギーの省力化、高断熱ガラス、二重サッシ等

の導入による効率化など、公共建築物における脱炭素化に向けた取り組みを推進し

ます。 

（１０）国等が管理する施設との連携 

■ 国、熊本県、広域行政事務組合、近隣市町村等（以下「国等」と略します。）が管 

理する公共施設等と本市の公共施設等が、機能や運用の面で競合する場合、施設の

集約化、運用の合理化が可能か検討を行います。また、各施設が相互に連携するこ

とで、機能強化が図られる場合は、連携の強化を行っていきます。 



公共施設等総合管理計画 第４章 公共施設等の管理に関する基本方針 

 

31 

■ 国等が本市内又は近隣地に各公共施設等を整備する際は、これと連携することによ

り、本市も効率的、効果的な公共施設等の整備が行うことができないか、また、既

存施設等の機能強化ができないかを検討します。 

■ 本市が各公共施設等を整備する際は、国等に関係施設の整備を打診する等、効果的

な事業展開に係る工夫を図ります。 

（１１）ＰＰＰ／ＰＦＩの検討 

■ 各施設の更新、改修、その他運営効率化を進められると判断される機会には、民間

の技術、資金等の活用が有効な場合もあることから、本市の公共施設等としての目

的、役割を精査した上で、ＰＰＰ（官民連携事業）／ＰＦＩ（民間資金等活用事

業）も選択肢の 1 つとして検討を試みます。  



 

 

 

 

 

第５章 

施設類型ごとの基本方針 
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１  建築系公共施設  

①維持管理の基本方針 

以下のような基本的な考えのもとに、施設の維持管理を行います。 

（１）施設数に関する基本的な考え方 

■ 施設活用度の低い施設については、他用途への変更や施設の在り方を見直します。

施設活用度が高く、建物性能も高い施設については、維持保全しながら継続使用し

ますが、将来的には、人口の推移、市の財政状況、及び施設の経営状態等を注視し

ながら、広域化による近隣自治体との共同利用や、施設の集約化等について検討し

ていきます。 

■ 施設の集約化、用途廃止等で余剰資産となった施設は、売却、貸付け、除却等につ

いて検討します。 

（２）施設保全に関する基本的な考え方 

■ 施設の状況を的確に把握し管理するため、管理データを整備し、定期点検を行って

予防保全的な維持管理を実施します。また、修繕履歴データを蓄積することで、更

新時期や実態に応じた劣化状況を把握し、適切に更新・修繕を行える環境を構築し

ます。 

■ 特に、人が常駐する施設や子どもが集まる施設等で、耐震診断も済んでいない施設

は、耐震診断を実施します。耐震性能が不足している場合は、耐震化を図り、利用

者の安全確保に努めます。耐震化を行うにあたっては、耐用年数経過後の利用需要

を考慮し、耐震化と合わせて長寿命化を行うか、耐用年数経過後に、建替えや統廃

合、他施設への機能移転などを行うか検討します。 

（３）コストに関する基本的な考え方 

■ 老朽化が進んだ施設は、施設コストが増えることが予想されますが、予防保全を実

施することでトータルコストの縮減を図ります。 

■ 光熱水費が割高の施設については、運用や設備における省エネ策を検討します。清

掃等の施設保全に係る委託費については、各施設の共通する業務委託について、仕

様の標準化や委託の包括化などの方法を検討しコストダウンを図ります。 
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②学校施設に関する基本方針  

学校施設に関しては、以下のような基本的な考えのもとに維持管理を行います。 

（１）施設数に関する基本的な考え方 

■ 本市の児童生徒数は、現在の小学校７校、中学校４校となった平成２３年度から大

きく減少しており、足元の出生数も鑑みると、令和６年度の新生児が小学校に入学

する令和１３年度時点の小学校児童数は約６３０名、中学校生徒数は約４６０名程

度になると見込まれます。 

これを文部科学省が示している学校数の適正規模（１校あたり１２～１８学級）に

機械的にあてはめた場合、本市では小学校、中学校ともに各１校で適正規模となり

ますが、市として目指す教育のあり方や市独自の特殊事情、防災、地域共生、財政

状況とのバランスその他の事情も併せて考慮しながら、本市に必要な学校施設を検

討します。 

（２）施設保全に関する基本的な考え方 

■ 既存の学校施設については、本市に必要な学校施設及び施設の統廃合に係る方針を

決定するまでの間、安全上必要となる最低限の維持管理を原則としつつ、現に学校

に通っている児童・生徒が教育上の不利益を被ることのないよう、維持管理の内容

は実態に応じて判断します。 

 

③スポーツ施設に関する基本方針  

スポーツ施設に関しては、以下のような基本的な考えのもとに維持管理を行います。 

（１）施設数に関する基本的な考え方 

■ 本市の第６次水俣市総合計画では、地域のスポーツ振興及びスポーツを通じた地域

経済の活性化等の目標を掲げており、スポーツ施設の利活用を推進していますが、

利活用が進み稼働率が高く推移する施設と、ほとんど使用されていない施設とで差

が顕著になっています。上記の目標の達成に向けて必要となる施設や設備を見定め

重点化するため、稼働率の低い施設を中心に統廃合を検討します。  

（２）施設保全に関する基本的な考え方 

■ 既存施設のうち稼働率が著しく低い施設については、スポーツ施設の統廃合に係る

方針を決定するまでの間、安全上必要となる最低限の維持管理を原則としつつ、現
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在の利用実態に鑑み、他の施設での代替が困難である等の場合には、維持管理の内

容は実態に応じて判断します。 

 

④公営住宅に関する基本方針  

公営住宅に関しては、以下のような基本的な考えのもとに維持管理を行います。 

（１）施設数に関する基本的な考え方 

■ 公営住宅については、人口減少を踏まえ、施設の老朽化を機として施設数の計画的

な縮減を進めています。足元においても引き続き人口が減少する見込みであること

から、今後も引き続き計画的な縮減・用途廃止に取り組みます。  

（２）施設保全に関する基本的な考え方 

■ 本市が管理する公営住宅のうち、現時点で耐用年限を超過している住宅は３７８戸

（約４６％）ありますが、予防保全的な修繕・改善を行うことで建物の構造や耐火

性等の躯体の安全性を確保し、既存ストックを長く使用することを原則とします。 

 

⑤新庁舎建設に関する基本方針  

以下のような基本的な考えのもとに、新庁舎の建設を行いました。 

■ 水俣市役所の本館及び別館は、平成２８年の熊本地震により庁舎が被災し、安全性

の確保が困難となり、建替えざるを得なくなったことから、平成３１年・令和元年

に旧庁舎本館、別館の解体を行いました。建設工事は、令和２年４月から着工し、

令和３年１１月に竣工、同年１２月から新庁舎で業務を開始しました。 

■ 新庁舎は、市民の安全・安心を確保するための防災の拠点とします。 

新庁舎建設では、これまで分散していた市役所業務を集約化し、市民の利便性を

確保しました。さらに、環境に配慮し、自然と共生したまちづくりの拠点として整

備しました。 

■ 新庁舎の基本方針 

・災害に対する安全性の確保 

・市民サービスの向上 
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・誰もが使いやすく、市民に親しまれる庁舎 

・維持管理しやすい庁舎 

・環境への配慮 

■ 新庁舎については、従来からある本館の組織に、別館（土木課、都市計画課、下水

道課、水道局）及び新館（総務課情報政策室（電算）、教育委員会教育総務課・生

涯学習課、監査事務局）の組織を加えるとともに、秋葉会館の機能（会議室）を集

約しました。 

■ 新館及び秋葉会館については、新庁舎建設後、令和４年から順次解体のうえ、建設

工事に着手し、倉庫棟及び駐車場として整備し、令和５年度から運用を行っていま

す。 

■ 新庁舎の設計に当たっては、機能性・経済性を重視し、ライフサイクルコストの低

減を図りました。                  33 

■ 新庁舎は、建設から当面は、小規模な回収や点検・保守・修繕を定期的に行うこと

によって、性能・機能を初期性能あるいは許容できるレベル以上に保つことができ

ます。今後、適切に維持保全しながら運用・管理していきます。 

 

施設名 被災前 庁舎建設後 

本館 市役所機能 

（政策推進課、危機管理防災課、総務課総務係・行政

係・地域振興室・情報政策室（広報・統計）、財政課、

税務課、市民課、環境課、福祉課、経済観光課、農林

水産課、会計課、選挙管理委員会、農業委員会、議会

事務局） 

市役所機能 

（市長公室、危機管理防災課、総務課総務係・行

政係・情報政策室（広報・統計・電算）、地域振興

課、財政課、税務課、市民課、環境課、福祉課、

観光スポーツ戦略課、経済振興課、農林水産課、

会計課、選挙管理委員会、農業委員会、議会事務

局、土木課、都市計画課、上下水道局、教育委員

会教育課（学校教育室・生涯学習室）、監査事務

局） 

・会議室 

 

別館 市役所機能 

（土木課、都市計画課、下水道課、水道局） 

新館 市役所機能 

（総務課情報政策室（電算）、教育委員会教育総務課・

生涯学習課、監査事務局） 

・倉庫棟 

・駐車場 

秋葉会館 会議室 
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２ 土木系公共施設 

①道路に関する基本方針 

以下のような基本的な考えのもとに、施設の維持管理を行います。 

【市道】 

■ 構造物（舗装、道路付属物等）毎に、定期的に点検・診断を実施する。 

■ 舗装については、舗装の健全度、ＦＷＤたわみ量、ひび割れ率等の管理指標を把握

し、舗装の性能、サービス水準に応じて設定した管理目標（健全度ＭＣＩ３．５、

たわみ量より残存等値換算厚、ひび割れ率４０％）を下回る路線や区間を抽出し

て、最も効率的な維持補修計画を策定する。 

■ 道路土工・構造物については、遠方目視点検を実施する。修繕を必要とする構造物

については、近接目視点検をおこない修繕工法を選定する。 

■ 道路の計画的な施設管理を行うため、市が管理する道路において、予防保全型の道

路（舗装）施設管理計画を策定する。 

■ 施設管理の容易さと道路資材の規格化を進め、将来コストの縮減に努める。 
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②橋りょうに関する基本方針 

以下のような基本的な考えのもとに、施設の維持管理を行います。 

■ 橋の安全性を確実に保持するために、従来の損傷・劣化が大きくなってから対応す

る事後保全型から、傷みの小さいうちからこまめな対策を実施する予防保全型へと

移行することでライフサイクルコストの縮減を図る。 

■ 橋梁長寿命化修繕計画を策定し、適切な管理を行うことで安全・安心な生活の確保

を図る。 

■ 損傷が小さいうちから計画的に修繕を行うことにより、大きな修繕や架け替えを減

らしコスト縮減と橋梁の長寿命化を図る。 

■ ５年毎の定期点検（近接目視）の実施により橋梁の健全度を見直し、補修計画を必

要に応じて改定する。また計画書の内容が、国の示す点検要領の改訂及び施策等に

より適切ではないと判断される場合は、橋梁長寿命化修繕計画を改定する。 

■ 橋梁の点検は、通常点検、定期点検、詳細点検、異常時点検の４つに分けて実施す

る。道路維持管理の一環として現状を把握し、安全性や耐久性に影響すると考えら

れる損傷を早期に発見し対策を行うことにより、常に橋梁が良好な状態に保てるよ

うにする。 

・点検手法は、 

 ○水俣市橋梁点検マニュアル 

 ○水俣市橋梁点検現場作業手順 

 ○熊本県橋梁点検マニュアル 

 ○橋梁定期点検要領 

等に基づいて実施する。 
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３  企業会計施設  

①上水道施設に関する基本方針 

以下のような基本的な考えのもとに、施設の維持管理を行います。 

【施設】 

・予防保全型の修繕と計画的な更新により、長寿命化を図り、施設に係る管理コストの

縮減に努める。 

・施設毎の重要度を考慮し、優先順位の高い施設から長寿命化や耐震化を図る。 

【管路】 

・管路の状態を健全に保つために、定期的に点検・診断を実施する。 

・管路の計画的な施設管理を行うため、市が管理する管路において、予防保全型の施設

管理計画を策定する。 

・施設管理の容易さと管路資材の規格化を進め、将来コストの縮減に努める。 

 

②下水道施設に関する基本方針 

以下のような基本的な考えのもとに、施設の維持管理を行います。 

【施設】 

・予防保全型の修繕と計画的な更新により、長寿命化を図り、施設に係る管理コストの

縮減に努める。 

・施設毎の重要度を考慮し、優先順位の高い施設から長寿命化や耐震化を図る。 

【管路】 

・管路の状態を健全に保つために、定期的に点検・診断を実施する。 

・管路の計画的な施設管理を行うため、市が管理する管路において、予防保全型の施設

管理計画を策定する。                    

・施設管理の容易さと管路資材の規格化を進め、将来コストの縮減に努める。 
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③医療施設に関する基本方針 

「１ 建築系公共施設」の維持管理の基本方針も念頭に、地域の中核的医療機関として

求められる機能が十分に発揮されるよう維持管理を行います。 

・修繕履歴データを蓄積することで、更新時期や実態に応じた劣化状況を把握し、予防

保全型の修繕と計画的な更新により、長寿命化を図り、施設に係る管理コストの縮減

に努める。 

・医療機関としての重要度を考慮し、利用者の安全確保を第一に、優先順位の高い施設

から長寿命化や耐震化を図る。 

・患者数の推移、経営状態等を注視し、診療圏内の病院、診療所との連携等についても

検討しながら、施設更新、維持管理のあり方を検討する。 

・光熱水費については、運用や設備における省エネ策を検討し、経費節減に努め、清掃

等の施設保全に係る経費についても、より効率的な方法がないか検討する。 
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（参考）過去の実績等 

 ■公共施設保有量の推移と期中変動内訳 

※公共施設保有量・・公共施設状況調査（総務省）より行政財産・建物の延べ床面積の合計値を計上。 

 

■１人当たり公共施設保有量の推移 

年度 H30 R１ R２ R3 R4 R5 R6 

住民基本台帳人

口（人） 

24,705 24,275 23,756 23,246 

 

22,709 22,133 21,639 

公共施設保有量

（㎡） 

175,383 172,063 171,593 178,608 179,988 179,598 180,606 

１人当公共施設

保有量（㎡／

人） 

7.10 7.09 

 

7.22 7.68 7.93 8.11 8.35 

 

■有形固定資産減価償却率の推移 

※上記の有形固定資産は、土地等の非償却資産を含まず、これまでの減価償却累計額を含んだ額。 

※有形固定資産減価償却率・・地方公共団体の資産の老朽化を表す指標（上記の有形固定資産のうち減
価償却が完了した部分の割合）。 

年度 

 

H30 R１ R２ R3 R4 R5 R6 

公共施設保有量

（㎡） 

175,383 172,063 171,475 178,370 

 

179,988 179,598 180,606 

期
中
変
動
内
訳 

新規整備

等（㎡） 

377 544 0 6,901 1,737 0 1,118 

廃止・譲

渡等

（㎡） 

△41 △3,874 △588 △6 △119 △390 △110 

年度 H30 R１ R２ R3 R4 R5 R6 

有形固定資産 45,271 46,516 48,476 52,286 52,837 53,461 54,037 

減価償却累計額 29,037 29,894 30,833 30,736 31,823 32,930 33,965 

有形固定資産減

価償却率（％） 

64.1 64.3 63.6 58.8 60.2 61.6 62.9 

（類似団体平均

値） 

（61.8） （61.4） （62.6） （62.8） （64.0） （64.6） （現時点で

は未公表） 
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（改訂履歴 平成２９年３月計画策定） 

 １ 平成３１年３月改訂（一部改訂） 

  ・第５章「Ⅰ 建築系公共施設」に「２．新庁舎建設に関する基本方針」を追加。 

 ２ 令和２年３月改訂（一部改訂） 

・第３章「１ 対象施設」の表中「企業会計施設」に「医療施設」を追加。 

・第３章「２ 施設の現状」の「（３）企業会計施設」に「③ 医療」を追加。 

・第３章「３ 将来の更新費用の見通し」の「（３）企業会計施設の更新費用の資産結果」に

「医療施設」を追加。 

・第４章「１ 公共施設における現状と課題」に医療施設等の記述を追加。 

・第４章「３ 公共施設等の維持管理方針」に、「（８）ユニバーサルデザイン化の推進方

針」、「（９）国等が管理する施設との連携」及び「（１０）ＰＰＰ／ＰＦＩの検討」を追加。 

・第５章「Ⅲ 企業会計施設」に「３．医療施設」を追加。 

３ 令和４年３月改訂（一部改訂） 

・第３章「１ 対象施設」の表を、現在の施設運営状況にあわせて変更。 

・巻末に参考指標として「過去の実績等」を追加。 

４ 令和６年３月改訂（一部改訂） 

  ・現行計画への新規追加（総務省通知に基づく記載必須事項を追加） 

   脱炭素化の推進方針（３０ 頁） 

・第３章「１ 対象施設」の表を、現在の施設運営状況にあわせて変更。 

・第３章「２ 施設の現状」の主要施設建築年度に新庁舎を追加。 

・第５章「Ⅰ 建築系公共施設 ２ 新庁舎建設に関する基本方針」を更新。 

・巻末の参考指標「過去の実績等」を更新。 

５ 令和８年４月改訂（一部改訂） 

 ・第２章「３ 計画期間」を上位計画である「水俣市総合計画」の改定時期と合わせるため変更 
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 ・第４章「２ 公共施設等の管理に関する目標」の「建築系公共施設の目標」に文言を追加 

 ・第４章「３ 公共施設等の維持管理方針 （２）維持管理・修繕・更新等の実施方針」に実施 

方針を１項目追加 

 ・第４章「３ 公共施設等の維持管理方針 （６）統合や廃止の推進方針」に文言を追加 

 ・第５章「１ 建築系公共施設」に「②学校施設に関する基本方針」、「③スポーツ施設に 

関する基本方針」、「④公営住宅に関する基本方針」を追加し、「新庁舎建設に関する基本 

方針」を更新  

・巻末の参考指標「過去の実績等」を修正・更新 
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